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●企業集団の事業の概要
　コーポレート・ガバナンス
　　【コーポレート・ガバナンス改革の歩み】
　　‌�　当社は、企業価値を継続的に高める基盤づくりとして、「コーポレート・ガバナンス」の改革に継続的に取

り組んでいます。2003年には、取締役会の経営の監督機能と業務執行機能を分離する「委員会等設置会社
（現：指名委員会等設置会社）」に移行しました。また、当社では取締役の過半数を社外取締役とし、「指名」
「報酬」「監査」の各委員会の議長をすべて社外取締役とすることで、経営の透明性と公平性を一層高めてい
ます。2016年にはグループの企業経営と企業統治に関する基本姿勢などを示した「コーポレートガバナ
ンス基本方針」、2023年には「イオングループ未来ビジョン」を制定し、企業活動の指針としています。今
後も、最適な企業統治体制を目指して改革してまいります。

■事業報告（2025年3月1日から2026年2月28日まで）

♦コーポレート・ガバナンス　ハイライト

2000年 2001年～ 2003年～ 2007年 2008年 2009年～ 2013年～ 2016年～ 2018年 2019年 2020年～ 2022年 2023年 2024年～

商号 ジャスコ㈱ イオン㈱（2001年8月～）

会社形態 事業持株会社 純粋持株会社（2008年8月～）

企業統治の体制 取締役会設置会社 指名委員会等設置会社（2003年5月～）

各委員会 －

指名委員会（議長：社外取締役）

報酬委員会（議長：社外取締役）

監査委員会（議長：社外取締役）

取締役 23名 8名 7名 7名 9名 8名 7名 9名

　　（内：社外取締役）－ 　　 ※注 4名 
（半数） 3名 3名 5名 

（過半数）
4名 

（過半数）
5名 

（過半数）

　　（内：女性） 1名 2名 3名

　　（内：外国人） 1名 2名 3名

取締役会の運営等
取締役会の実効性評価

社外取締役ミーティング

理念・方針

イオンの基本理念（1989年～）

コーポレートガバナンス基本方針制定

イオングループ未来ビジョン制定

※注：社外取締役は、2003年の商法改正に伴い導入された制度です。当社では、それ以前より外部から役員を招聘しています。
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取締役会＆3委員会の構成

社外比率

55.5％
社外比率

66.6％
社外比率

66.6％

取締役会 報酬委員会
議長：社外取締役

指名委員会
議長：社外取締役

監査委員会
議長：社外取締役

社内
4名

社内
1名

社内
1名

社外
5名

社外
4名

社外
2名

社外
2名

社外比率

100.0％

※社外取締役5名全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ています。

　　【各機関の主な役割と開催状況】
開催状況 主な役割

取 締 役 会 年7回
・取締役および執行役の職務遂行の監督
・‌�会社法第416条に定められる取締役会で決定しなければならない事項および執行役に

委任することができない事項の決定

監査委員会 年7回 ・取締役および執行役の職務執行の監査
・株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・再任しないことに関する議案内容の決定

指名委員会 年2回 ・株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案内容の決定

報酬委員会 年3回 ・取締役および執行役が受ける個人別の報酬等の内容の決定

※‌�上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および定款の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
※‌�上記の取締役会、各委員会での活動のほか、社外取締役ミーティング、政策審議ミーティングの開催に加え事業所の視察等を行っています。

　　【取締役会の活動状況】
　　‌�　当事業年度は取締役会を7回開催し、各取締役の出席率は100％です。取締役会では、会社法などに定め

られた決議や報告事項に加え、当社の持続的な成長と企業価値の向上を目指し、長期的な視点から経営に
関する重要事項について活発に議論を行いました。2025年度は、リスク・コンプライアンスなどガバナン
スに関する議論や、2026年度から始動する中期経営計画の策定に関する議論を重ねてまいりました。中
期経営計画及び当社の重要な政策に関しては、取締役会に加え、社外取締役が参画する「政策審議」を年3
回実施し、議論を深めてまいりました。

　　‌�　こうした議論の充実に向け、社外取締役への事前説明会や月次レポートなどを通じた幅広い情報共有及
び進捗状況のフォローアップを継続して実施しております。さらに、社外取締役によるグループ事業の視
察機会を充実させ、既成概念に縛られない多様な視点を取り入れ、中長期的な観点から取締役会の議論に
反映させています。
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　　‌�　2026年度は、新たな中期経営計画が始動する年度であり、中長期的な企業価値向上に向けたモニタリ
ングを強化し、取締役会の実効性を一層向上させてまいります。

　　【監査委員会の活動状況】
　　‌�　当事業年度は監査委員会を7回開催し、各委員の出席率は100％です。監査委員会における主な決議事

項は、年度の監査方針、監査報告書の作成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意等です。更に、会計
監査人の監査計画・四半期レビュー報告、経営監査室の監査報告、執行部門によるリスクマネジメントの取
り組み、内部通報制度の運用状況、お客さまの声への対応状況、財務・経理の状況等について報告を受け、執
行役の職務執行の状況と内部統制のシステムに関する理解を深めるための対話を行っております。加えて、
会計監査人の独立性を確保するため、非保証業務提供に関し、IESBA（国際会計士倫理基準審議会）の基準
に従い、会計監査人等の非保証業務提供に関する事前了解の基本方針に則り、適切に運用されていること
を確認しています。

　　【指名委員会の活動状況】
　　‌�　当事業年度は指名委員会を2回開催し、新任取締役候補者の選任、株主総会に提出する取締役選任議案

について審議、決定を行いました。また、取締役の適正人数や構成、サクセッションについて議論を行いま
した。

　　【報酬委員会の活動状況】
　　‌�　当事業年度は報酬委員会を3回開催し、2025年度業績報酬支給額および株式報酬型ストックオプショ

ン発行数の審議・決定、2026年度の取締役および執行役の報酬の審議・決定について審議を行いました。

　人材の活躍・ダイバーシティの推進
　　【ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン推進】グループの更なる成長と拡大を目指して
　　‌�　イオンは、ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DE&I）の推進を社会的課題への対応ではな

く、グループの持続的成長と企業価値向上につながる重要な経営戦略のひとつとして位置付けています。
2024年3月には、より個に寄り添い、多様な人材・価値観を活かす組織、挑戦できる風土の実現を目指し、

「DE＆I推進室」へと組織名称を変更しました。従業員とその家族、お客さま、会社の3者の満足の実現を目
指す活動を“ダイ満足”と名づけ、一連の取り組み活動をグループ全体で推進しています。経営層および管
理職層に対する理解促進を通じて、DE&Iを踏まえた意思決定や組織運営の浸透を図るとともに、女性の活
躍推進、多様な働き方の実現、障がいのある従業員の雇用および職場定着支援など、多様な人材が能力を発
揮できる環境づくりに取り組んでいます。
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　　‌�　また、LGBTQ＋に関する理解促進や、誰もが安心して利用できるインクルーシブな施設・サービスの実
現に向けた取り組みを進めています。

　　‌�　グループ各社における多様な取り組みを共有・発信する仕組みを通じて、各社の特性に応じた施策の展
開を後押しし、多様性を競争力へとつなげる取り組みを進めています。

　　‌�　このように多様な視点を経営や事業に取り込むことで、多様性が生み出す価値創造の実現に貢献してま
いります。

　　【人的資本への投資】
　　‌�　イオンは、従業員一人ひとりの可能性を信じ、各自が能力を最大限に発揮できる職場環境づくりを進め

ています。持続的成長を支える経営人材・専門人材・グローバル人材の育成と採用を強化するとともに、教
育投資の拡充、キャリア支援の強化、採用戦略の高度化を推進しています。また、お客さまに対する価値創
造を担う従業員こそが最大の経営資本であるという考えのもと、従業員の働きがい（エンゲージメント）向
上を重要指標に設定し、国内外60万人規模でのサーベイ実施と改善に取り組んでいます。また、多様な人
材が柔軟に働くための環境整備にも力を注いでおり、国内従業員の8割を占める約48万人のパートタイ
マーの賃金においては4年連続で7％引き上げます。革新しつづける企業集団として、生産性向上と人的資
本投資の好循環を生み出すことで持続可能な成長を目指してまいります。

●企業集団および当社の概況（2026年2月28日現在）
　⑴　主要な事業内容
　　‌�　当社グループは、当社（純粋持株会社）のもと、312社の連結子会社、21社の持分法適用関連会社により

構成され、小売事業を中心として、総合金融、ディベロッパー、サービス等の各事業を複合的に展開してい
ます。

　⑵　店舗数
　　①　本社
　　　　千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
　　②　業態別店舗・施設数

業　態 店舗数 業　態 店舗数 業　態 店舗数
総合スーパー 623 ホームセンター 113 その他物販 3,035
スーパーマーケット 2,333 コンビニエンスストア 1,968 金融 392
スーパーセンター 25 専門店 3,109 サービス 2,234
ディスカウントストア 616 ドラッグストア 5,809 合　計 20,257
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　⑶　資金調達および設備投資の状況
　　‌�　企業集団の設備投資は、成長を続けるディベロッパー事業を中心に、成長領域であるアジアでの新店投

資や国内の既存店改装を実施したほか、人時生産性向上に向けた店舗デジタル化やネットスーパー・Eコ
マース等のデジタル分野への投資を実施しました。これら店舗およびデジタル等の設備投資総額は5,285
億円であり、これらの資金は、自己資金および借入金により充当しました。

　　‌�　
　⑷　当社の会社役員に関する事項
　　①　会社役員の状況
　　　　取締役

氏　名 担　当 重要な兼職の状況

岡 田 元 也 取 締 役 会 議 長
指 名 委 員 　 報 酬 委 員

吉 田 昭 夫 　

羽 生 有 希 　 　

土 　 谷 　 美 津 子 　

塚 本 隆 史
指 名 委 員 会 議 長
報 酬 委 員 会 議 長
監 査 委 員 　 　 　 　 　

株式会社みずほフィナンシャルグループ 特別顧問
朝日生命保険相互会社 社外取締役
株式会社インターネットイニシアティブ 社外取締役
古河電気工業株式会社 社外取締役

ピ ー タ ー  チ ャ イ ル ド 指 名 委 員 　 報 酬 委 員 　

キ ャ リ ー  ユ ー 監 査 委 員 　 　 　 　 　 PwC中国 消費者市場業界リーダー
PwC香港 シニアアドバイザー

林 　 眞 琴 監 査 委 員 会 議 長

森・濱田松本法律事務所 客員弁護士
三井物産株式会社 社外監査役
東海旅客鉄道株式会社 社外監査役
株式会社SBI新生銀行 社外取締役
株式会社ONODERA Food Service Holdings 社外監査役

リ シ ャ ー ル  コ ラ ス 監 査 委 員 　 　 　 　 　

（注）‌�岡田元也、吉田昭夫、羽生有希、土谷美津子の各氏は取締役と執行役を兼務しています。担当および重要な兼職の状況に関しては、執行役の欄
に記載しています。



6

　　　　執行役
地　位 氏　名 担当および重要な兼職の状況

代 表 執 行 役 会 長 岡 田 元 也

イオンモール株式会社 取締役相談役
イオンリテール株式会社 取締役相談役
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 取締役相談役
ウエルシアホールディングス株式会社 取締役

代 表 執 行 役 社 長 吉 田 昭 夫 株式会社キャンドゥ 取締役

執 行 役 副 社 長 羽 生 有 希 中国担当

執 行 役 副 社 長 土 　 谷 　 美 津 子 商品・物流担当
株式会社やまや 社外取締役

執 行 役 副 社 長 ジェリー ブラック
デジタル担当
イオンスマートテクノロジー株式会社 代表取締役社長
イオンネクスト株式会社 取締役

執 行 役 副 社 長 渡 邉 廣 之
人事・生活圏推進担当 兼 リスクマネジメント管掌
イオンフィナンシャルサービス株式会社 取締役
イオンディライト株式会社 取締役

執 行 役 井 出 武 美

SM担当
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表取締役社長
株式会社マルエツ 取締役
株式会社カスミ 取締役
株式会社いなげや 取締役
株式会社フジ 取締役
まいばすけっと株式会社 取締役

執 行 役 古 澤 康 之

GMS担当
イオンリテール株式会社 代表取締役社長
イオン北海道株式会社 取締役
イオン九州株式会社 取締役
イオン東北株式会社 取締役

執 行 役 大 池 　 学 DS担当

執 行 役 四 方 基 之 事業構造改革担当

執 行 役 尾 島 　 司 事業推進・ブランディング担当
イオンフィナンシャルサービス株式会社 取締役
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地　位 氏　名 担当および重要な兼職の状況

執 行 役 江 川 敬 明
財務・経営管理担当
AEON CO. (M) BHD. 取締役
イオンリテール株式会社 監査役

執 行 役 岡 田 尚 也 マレーシア担当
AEON CO. (M) BHD. 取締役社長

執 行 役 手 塚 大 輔 ベトナム担当

執 行 役 後 藤 俊 哉 中国本社社長

執 行 役 太 田 卓 也 顧客創造担当

（注1）	‌�取締役　塚本隆史、ピーター チャイルド、キャリー ユー、林眞琴、リシャール コラスの各氏は、会社法に規定する社外取締役です。なお、当社
は、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ています。

（注2）	‌�当社は、監査委員会の独立性を最大限に保ち、透明性の高い監査を行うため、監査委員全員を独立社外取締役（非常勤）としています。また、業
務執行部門から独立した経営監査室を設置し、重要会議への出席や執行役等からのヒアリングによる情報収集を行うほか、グループ経営に
関する内部監査および会計監査人と連携して、監査委員会の職務の補助をすることで監査の実効性を確保しています。

（注3）	当期中の異動
	 2025年3月1日	 ジェリー ブラック氏は、新たに執行役に選任され就任しました。
	 2025年4月11日	 太田卓也氏は、新たに執行役に選任され就任しました。

（注4）	2026年3月1日付で、次のとおり執行役の組織改革をしました。

地　位 氏　名 担　当

代 表 執 行 役 会 長 岡 田 元 也
代 表 執 行 役 社 長 吉 田 昭 夫
執 行 役 副 社 長 羽 生 有 希 中国事業担当
執 行 役 副 社 長 土 　 谷 　 美 津 子 商品・物流担当
執 行 役 副 社 長 四 方 基 之 事業・財務戦略担当
執 行 役 井 出 武 美 スーパーマーケット事業 兼 首都圏担当
執 行 役 大 野 惠 司 ディベロッパー事業担当
執 行 役 古 澤 康 之 GMS事業担当
執 行 役 岡 田 尚 也 人事・サステナビリティ担当
執 行 役 江 川 敬 明 財経担当
執 行 役 手 塚 大 輔 ベトナム事業担当
執 行 役 太 田 卓 也 デジタル担当
執 行 役 濵 田 和 成 サービス・専門店事業担当
執 行 役 世 古 継 敏 マレーシア事業担当

（注5）	‌�2026年3月1日付で、大野惠司氏、濵田和成氏、世古継敏氏が新たに執行役に選任され、就任しました。
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　　②　社外取締役に関する事項
　　　イ．重要な兼職先と当社との関係
　　　　・‌�塚本隆史氏は、特別顧問を兼職するみずほフィナンシャルグループのみずほ銀行で、取締役頭取など

を歴任してこられましたが、2013年の同行退任後10年以上経過しており、現在は同行の業務執行に
携わっておりません。また、同行は、当社の複数ある主な借入先のひとつではありますが、当社の意思
決定に著しい影響を与える取引先ではありません。なお直近事業年度末時点における当社の同行か
らの借入額は、連結総資産の2％未満であります。

　　　　・‌�ピーター チャイルド氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニーの各支社でシニアパートナー等を歴任
してこられ、当社は、同社と取引がありますが、当社からの同社への支払額は、連結の販売費および一
般管理費の0.1％未満であります。

　　　　・‌�キャリー ユー氏は、プライスウォーターハウスクーパース（略称PwC）中国の消費者市場業界リーダー
およびPwC香港のシニアアドバイザーを務めており、当社は、PwCの複数のメンバーファームと取引
がありますが、当社からのPwCへの支払額は、連結の販売費および一般管理費の0.1％未満であります。

　　　　・‌�林眞琴氏が、客員弁護士として所属する森・濱田松本法律事務所と当社の間には、取引がありますが、
当社から同事務所への支払額は、連結の販売費および一般管理費の0.1％未満であります。

　　　ロ．当該事業年度における取締役会および各委員会への出席状況（出席回数／開催回数）
取締役会 監査委員会 指名委員会 報酬委員会

塚 本 隆 史 7／7 7／7 2／2 3／3
ピーター チャイルド 7／7 － 2／2 3／3
キ ャ リ ー  ユ ー 7／7 7／7 － －
林 　 眞 琴 7／7 7／7 － －
リ シ ャ ー ル  コ ラ ス 7／7 7／7 － －

　　　ハ．当該事業年度における主な活動の状況
　　　 ＜取締役会における発言および期待される役割に関して行った業務の概要等＞
　　　　・‌�塚本隆史氏は、大手金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識のもとに、経営全般の透明性と

健全性の維持向上およびコーポレート・ガバナンスの向上について、積極的に発言を行っており、客
観的・専門的な視点から当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っています。また、
指名委員会議長として、株主総会に提案する取締役の選任等に関する議案の内容についての必要な
審議を主導しました。加えて報酬委員会議長として、個人別の報酬等についての審議を主導しました。

　　　　・‌�ピーター チャイルド氏は、大手コンサルティング会社において、消費財および小売グループのリー
ダーを務めるなど、リテール分野に関する専門的な知見を有しており、グローバル経営の推進等につ
いて積極的に発言を行うなど、客観的・専門的な視点から当社の経営への助言や業務執行に対する適
切な監督を行っています。
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　　　　・‌�キャリー ユー氏は、英国、香港、カナダの会計士協会に所属し、大手プロフェッショナルサービス企
業において、アジア太平洋地域の小売および消費者グループのリーダーを務めるなど、会計およびリ
テール分野に関して、国際的かつ専門的な知見を有しており、内部統制を含むコーポレート・ガバナ
ンスの改善について積極的に発言を行うなど客観的・専門的な視点から当社の経営への助言や業務
執行に対する適切な監督を行っています。

　　　　・‌�林眞琴氏は、法律・コンプライアンスに関する豊富な経験・見識のもとに、リスク管理・法令遵守など
コンプライアンス経営の推進等について積極的に発言を行っており、客観的・専門的な視点から当社の
経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っています。また、監査委員会議長として、内部統
制システムの監視ならびに財務諸表の監査等、委員会としての決定に向け議案審議を主導しました。

　　　　・‌�リシャール コラス氏は、欧州・アジアにおいてグローバル企業の事業責任者および日本法人社長を
務めるなど、リテール分野におけるグローバル経営に関する専門的な知見を有しており、グローバル
経営の推進等について積極的に発言を行うなど、客観的・専門的な視点から当社の経営への助言や業
務執行に対する適切な監督を行っております。

　　③　責任限定契約の概要
　　　‌�　当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、社外取締役の各氏と、会社法第423

条第1項の責任につき、社外取締役の各氏が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当
社に対して賠償すべき額は、金1,500万円または法令の定める額のいずれか高い金額を限度とし、この
限度を超える社外取締役の損害賠償義務を免除する旨の責任限定契約を締結しています。

　　④　役員等賠償責任保険契約の概要
　　　イ．被保険者の範囲

　当社の取締役、執行役および一部の国内子会社の取締役、監査役、執行役員等

　　　ロ．保険契約の概要
　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との
間で締結しています。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為
を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償費用、訴訟費用
等が補填されることになります。
　ただし、当該保険契約では免責額を設け当該免責額までの損害は補填の対象としておりません。なお、
保険料は全額会社負担としています。

　　⑤　当社の取締役および執行役が受ける個人別の報酬等の内容の決定に関する方針
　　　‌�　当社の役員の報酬は社外取締役が議長かつ、過半数を占める報酬委員会にて報酬制度の基本方針およ

び報酬内容を決定することとし、客観的かつ透明性の高いものとなっています。
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　　　イ．報酬ポリシー
　　　　　◦‌�当社の役員は、基本理念のもと、絶えず革新し続け果敢に挑戦し、当社グループの持続的な成長に

貢献する。
　　　　　◦当社の役員は、役員の果たすべき役割と、経営目標の達成度合いに応じた報酬を得る。
　　　　【報酬制度の基本方針】
　　　　ⅰ　‌�お客さま、従業員、株主さまに理解され支持される公正感が高く透明性のある適切な基準で決定

する。
　　　　ⅱ　‌�当社グループの中長期の経営戦略および業績と連動し、経営戦略遂行を強く動機付けできる制度

とする。
　　　　ⅲ　当社グループの経営を担う人材の確保・維持につながる報酬水準とする。
　　　　ⅳ　‌�経済・社会情勢、当社グループの経営環境・業績を踏まえて報酬体系・水準を適時適切に見直すも

のとする。

　　　ロ．取締役報酬
　　　　ⅰ　取締役には、基本報酬を支給する。
　　　　ⅱ　業務の執行を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給しない。

　　　ハ．執行役報酬
　　　　ⅰ　基本報酬
　　　　　　‌�役位別に設定した基準金額内で、個別評価に基づき定める。
　　　　ⅱ　業績報酬
　　　　　　‌�総現金報酬（基本報酬＋業績報酬）に占める執行役業績報酬のウエイトは、30％から50％程度と

する。
　　　　ⅲ　株式報酬型ストックオプション
　　　　　　‌�株価や業績と報酬との連動性を高め、継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高める

ことを目的に、業績を反映させた株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てる。
　　　　　　新株予約権の割り当て数については、役位別基準数に基づき決定する。
　　　　ⅳ　業績連動報酬の報酬構成
　　　　　　‌�業績報酬および株式報酬型ストックオプションは、全社業績報酬と個人別業績報酬による構成と

する。ただし、会長・社長は全社業績と中期経営計画の進捗により評価する。
　　　　　　a．全社業績報酬
　　　　　　　‌�役位別基準金額・割当数に対して、連結業績の達成率に基づく係数により算出し、業績を総合

的に勘案し決定する。
　　　　　　b．個人別業績報酬
　　　　　　　‌�役位別基準金額・割当数に対して、中期経営計画に連動した目標達成度による個人別評価に基

づく係数により決定する。
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項目 支給方法 支給基準
基本報酬 毎月 役位別に設定した報酬テーブルに基づき決定

業績報酬

・

株式報酬

年1回

会長・社長
内容 ウエイト

定量評価 年度財務指標
営業収益 30％
経常利益 40％

定性評価 中期経営計画 中計進捗評価 30％
副社長・執行役

内容 ウエイト

定量評価 年度財務指標
営業収益 20％
経常利益 30％

定性評価 中期連動目標 目標達成度評価 50％

35％21％44％執行役

35％26％39％副社長

36％30％34％会長・社長

※予算達成率100%の際の報酬ウエイトになります。

基本報酬 業績報酬 株式報酬型ストックオプション
執行役報酬構成

執行役支給基準

　　　　ⅴ　業績連動報酬に係る指標・実績
　　　　　　‌�業績報酬および株式報酬型ストックオプションの支給に係る指標は、事業全体の成長を表す連結

営業収益と、総合的な収益力を表すものとして、連結経常利益の達成水準を主な指標とする。業績
連動報酬の支給率は、期首に設定した目標達成時に基準金額の100％を支給するものとして、当
該年度の業績および個人別評価に基づき0％から200％の範囲で変動させる。

　　　　　　‌�なお当期の実績は、連結営業収益10兆7,153億円および連結経常利益2,430億円に基づいて、報
酬委員会にて審議・決定いたしました。
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　　⑥　役員報酬等の額の決定過程における報酬委員会の活動内容
　　　‌�　当社は指名委員会等設置会社であるため、社外取締役が議長かつ、過半数を占める報酬委員会で定め

た報酬制度の基本方針および算定方法に基づき、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容について
審議・決定しており、その手続きおよび内容は、決定方針に沿うものであると判断しています。決定した
取締役・執行役の報酬については、客観性・透明性担保の観点から、報酬委員会より、取締役会に報告して
います。

　　　　当該事業年度の役員報酬額決定における、報酬委員会の活動状況は以下のとおりです。
　　　　2025年 4 月11日	 2024年度 執行役業績報酬支給額の審議・決議
	 2024年度 株式報酬型ストックオプション発行の審議・決議	
	 2025年度 執行役の個人別基本報酬・業績報酬規定額の審議・決議
　　　　2025年 5 月28日	 2025年度 社外取締役の基本報酬の審議・決議
	 2025年度 株式報酬型ストックオプション付与数の審議・決議
　　　　2026年 2 月10日	 2026年度 役員報酬制度改定について審議
	 2026年度 グループ会社役員への株式報酬制度導入について審議
　　　　2026年 4 月 9 日	 2025年度 執行役業績報酬支給額の審議・決議
	 2025年度 株式報酬型ストックオプション発行の審議・決議
	 2026年度 執行役の個人別基本報酬・業績報酬規定額の審議・決議

　⑸　当社の会計監査人の状況
　　①　名称
　　　　有限責任監査法人トーマツ
　　　　なお、海外の連結子会社の計算書類の監査は、他の監査法人が行っています。

　　②　報酬等の額
ⅰ　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 182百万円
ⅱ　当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 2,816百万円

（注1）‌�当社と会計監査人との監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を明確に区分していませんの
で、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。

（注2）‌�当社および当社の子会社は、会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、新リース会計に係るコンサルティング
業務等の対価を支払っています。

（注3）‌�当社の重要な子会社のうちAEON CREDIT SERVICE（ASIA）CO.,LTD.ほか4社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けています。
（注4）‌�当社監査委員会は、会計監査人からその人員体制、監査計画、監査の実施状況、監査の品質管理状況等についてヒアリングをしたほか、監査

チームの独立性・専門性やその職務遂行状況について関係部署から意見聴取をするなど、監査時間および監査報酬額の見積りの妥当性につ
いて確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意をしています。
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　　③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　　　‌�　会計監査人が会社法等の法令に違反・抵触し、または、会計監査人への信頼を失わせる重大事由が発生

したと認められる場合。

　⑹　従業員の状況
事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）（注1） 時間給制従業員数（名）（注2）

GMS事業 34,470 104,124
SM事業 26,209 89,190
DS事業 1,848 9,583
ヘルス＆ウエルネス事業 28,105 47,949
総合金融事業 14,942 4,608
ディベロッパー事業 4,295 2,068
サービス・専門店事業 32,880 21,593
国際事業 30,683 6,937
その他事業 2,275 548
純粋持株会社等 3,523 4,001
合計 179,230 290,601

（注1）従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員です。
（注2）‌�時間給制従業員数は、期中平均人員（ただし、1日勤務時間8時間換算による）です。なお時間給制従業員の実人数は、約496千名になります。従って企

業集団の実人数の合計は、約675千名となります。

　⑺　当社の主要な借入先
借入先 借入額

百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 102,300
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 73,300
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 67,300
農 林 中 央 金 庫 62,400
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 43,500
株 式 会 社 り そ な 銀 行 27,600
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 19,000
株 式 会 社 千 葉 銀 行 17,500

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てています。
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連結貸借対照表（2026年2月28日現在）	 （単位：百万円未満切捨）

科　　　　　　　　目 金　　　　　額 科　　　　　　　　目 金　　　　　額
（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
コ ー ル ロ ー ン
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
有 価 証 券
棚 卸 資 産
営 業 貸 付 金
銀 行 業 に お け る 貸 出 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
（有　形　固　定　資 　 産）

建 物 及 び 構 築 物
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

（無　形　固　定　資 　 産）
の れ ん
商 標 権
ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他

（投 資 そ の 他 の 資 産）
投 資 有 価 証 券
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
店 舗 賃 借 仮 勘 定
そ の 他
貸 倒 引 当 金

9,677,706
1,350,037

1,396
1,887,611
1,289,102

829,524
663,896

3,197,412
598,660

△139,936
5,691,952
（3,941,556）

1,880,897
319,675

1,138,073
126,718
114,055
362,136

（596,336）
270,803
37,134

215,412
25,837
47,148

（1,154,058）
263,609
100,707
174,536
426,906

4,116
188,323
△4,140

流 動 負 債 9,285,550
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,475,963
銀 行 業 に お け る 預 金 5,474,093
短 期 借 入 金 370,857
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 469,807
1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 170,517
コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 5,932
リ ー ス 債 務 75,278
未 払 法 人 税 等 71,703
契 約 負 債 241,631
賞 与 引 当 金 50,817
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 17,273
ポ イ ン ト 引 当 金 7,967
設 備 関 係 支 払 手 形 56,013
そ の 他 797,694
固 定 負 債 3,879,840

社 債 1,105,261
長 期 借 入 金 1,845,194
リ ー ス 債 務 406,360
繰 延 税 金 負 債 27,223
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 183
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 9,149
偶 発 損 失 引 当 金 26
利 息 返 還 損 失 引 当 金 698
退 職 給 付 に 係 る 負 債 19,346
資 産 除 去 債 務 142,367
長 期 預 り 保 証 金 275,444
保 険 契 約 準 備 金 97
そ の 他 48,487

負 債 合 計 13,165,391
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 1,025,696
資 本 金 220,007
資 本 剰 余 金 338,309
利 益 剰 余 金 473,986
自 己 株 式 △6,607

その他の包括利益累計額 192,725
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 1,583
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 12,764
為 替 換 算 調 整 勘 定 151,417
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 26,959

新 株 予 約 権 1,751
非 支 配 株 主 持 分 984,094
純 資 産 合 計 2,204,267

資 産 合 計 15,369,658 負 債 純 資 産 合 計 15,369,658

■連結計算書類



15

連結損益計算書（2025年3月1日から2026年2月28日まで）	 （単位：百万円未満切捨）

科　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　額
売 上 高 9,355,439
総 合 金 融 事 業 に お け る 営 業 収 益 486,237
そ の 他 の 営 業 収 益 873,665

営 業 収 益 合 計 10,715,342
売 上 原 価 6,706,260
総 合 金 融 事 業 に お け る 営 業 原 価 98,705

営 業 原 価 合 計 6,804,966
売 上 総 利 益 2,649,178
営 業 総 利 益 3,910,376

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,639,916
営 業 利 益 270,459

営 業 外 収 益
受 取 利 息 5,451
受 取 配 当 金 3,513
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 9,143
テ ナ ン ト 退 店 違 約 金 受 入 益 1,904
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 735
そ の 他 16,830 37,577

営 業 外 費 用
支 払 利 息 51,376
そ の 他 13,629 65,005
経 常 利 益 243,031

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1,272
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,164
関 係 会 社 株 式 売 却 益 16,024
段 階 取 得 に 係 る 差 益 69,086
そ の 他 4,385 91,933

特 別 損 失
減 損 損 失 97,486
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 9,567
固 定 資 産 除 却 損 4,707
店 舗 閉 鎖 損 失 3,153
関 係 会 社 株 式 売 却 損 9,387
そ の 他 3,205 127,507

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 207,457
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 101,442
法 人 税 等 調 整 額 △18,521 82,921
当 期 純 利 益 124,536
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 51,858
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 72,677
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貸借対照表（2026年2月28日現在）	 （単位：百万円未満切捨）

科　　　　　　　　目 金　　　　　額 科　　　　　　　　目 金　　　　　額
（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

関 係 会 社 短 期 貸 付 金

未 収 収 益

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

（有　形　固　定　資 　 産）

建 物

構 築 物

工 具、 器 具 及 び 備 品

土 地

（無　形　固　定　資 　 産）

商 標 権

そ の 他

（投 資 そ の 他 の 資 産）

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

投 資 等 損 失 引 当 金

420,060

18,949

368,934

20,355

7,323

4,497

1,996,648

（15,532）

11,018

79

449

3,984

（2,996）

358

2,637

（1,978,120）

121,334

1,784,000

72,771

10,157

3,357

△61

△13,440

流 動 負 債 364,286
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 35,300
未 払 金 8,975
未 払 費 用 6,088
未 払 法 人 税 等 395
未 払 消 費 税 等 731
預 り 金 310,887
賞 与 引 当 金 389
そ の 他 1,516
固 定 負 債 1,140,753

社 債 440,000
長 期 借 入 金 589,900
投 資 等 損 失 引 当 金 110,657
そ の 他 196

負 債 合 計 1,505,039
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 878,665
資 本 金 220,007
資 本 剰 余 金 593,819

資 本 準 備 金 564,054
そ の 他 資 本 剰 余 金 29,765

利 益 剰 余 金 70,700
利 益 準 備 金 11,770
そ の 他 利 益 剰 余 金 58,930

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 3,416
別 途 積 立 金 15,500
繰 越 利 益 剰 余 金 40,014

自 己 株 式 △5,862
評 価 ・ 換 算 差 額 等 32,340

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 30,366
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 1,973
新 株 予 約 権 663
純 資 産 合 計 911,668

資 産 合 計 2,416,708 負 債 純 資 産 合 計 2,416,708

■計算書類
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損益計算書（2025年3月1日から2026年2月28日まで）	 （単位：百万円未満切捨）

科　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　額

営 業 収 益

関 係 会 社 受 取 配 当 金 56,719

関 係 会 社 受 入 手 数 料 33,389

そ の 他 970 91,079

営 業 総 利 益 91,079

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 29,113

営 業 利 益 61,965

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 11,549

そ の 他 614 12,163

営 業 外 費 用

支 払 利 息 16,143

投 資 等 損 失 引 当 金 繰 入 額 23,129

そ の 他 2,782 42,055

経 常 利 益 32,074

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 99

関 係 会 社 株 式 売 却 益 7,499

そ の 他 41 7,640

特 別 損 失

投 資 等 損 失 引 当 金 繰 入 額 241

関 係 会 社 株 式 評 価 損 209

投 資 有 価 証 券 評 価 損 85 537

税 引 前 当 期 純 利 益 39,177

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 5,776

法 人 税 等 調 整 額 8,429 14,205

当 期 純 利 益 24,972
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会計監査人の連結計算書類に係る監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年4月8日

イ　オ　ン　株　式　会　社
取締役会　御中 有限責任監査法人　トーマツ

東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山　田　政　之
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 辻　　　伸　介
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岡　部　幹　彦

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、イオン株式会社の2025年3月1日から2026年2月28日までの連結
会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につい
て監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イオン
株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執
行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

■監査報告
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連結計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　◦‌�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

　◦‌�　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　◦‌�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

　◦‌�　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　◦‌�　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　◦‌�　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に
関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年4月8日

イ　オ　ン　株　式　会　社
取締役会　御中 有限責任監査法人　トーマツ

東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山　田　政　之
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 辻　　　伸　介
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岡　部　幹　彦

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、イオン株式会社の2025年3月1日から2026年2月28日まで
の第101期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附
属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執
行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。 

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　◦‌�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

　◦‌�　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　◦‌�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

　◦‌�　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　◦‌�　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査委員会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査委員会は、2025年3月1日から2026年2月28日までの第101期事業年度における取締役及び執行役の職務の執行について監査
いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。
1. 監査の方法及びその内容
　監査委員会は、会社法第416条第1項第1号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されてい
る体制（内部統制システム）について取締役及び執行役並びに主要な使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、
必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
　　①‌�監査委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、当会社の内部監査部門等と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び執行

役等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況
を調査しました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事
業の報告を受けました。

　　②‌�事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及びロの各取組みについては、取締役会その他における審
議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

　　③‌�会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から、「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ
れらの附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につき検討いたし
ました。
2. 監査の結果
	 (1)事業報告等の監査結果
　　①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
　　②取締役及び執行役の職務の執行に関しては、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
　　③‌�内部統制システムに関する取締役会の決議内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載並

びに取締役及び執行役の職務の執行についても指摘すべき事項は認められません。
　　④‌�事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当であると認めます。

事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの取組みは、当該基本方針及び株主の共同の利益に沿うものであり、
かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

	 (2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
	 (3)連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2026年4月9日

イオン株式会社　監査委員会
監 査 委 員 林　　　眞　琴
監 査 委 員 塚　本　隆　史
監 査 委 員 キャリー ユー
監 査 委 員 リシャール コラス

（注）監査委員 林眞琴、塚本隆史、キャリー ユー及びリシャール コラスは、会社法第2条第15号及び第400条第3項に規定する社外取締役であります。

以　上
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メ　モ　欄
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●本株主総会終了後の各委員会委員および執行役
　各委員会委員（2026年5月27日付予定）

委　　　　員　　　　会　　　　名 　　　　　　　　　　氏　　　　　　名　　　※は委員会議長
監 査 委 員 会 ※林　眞琴　塚本　隆史　キャリー ユー　リシャール コラス
指 名 委 員 会 ※塚本　隆史　ピーター チャイルド　岡田　元也
報 酬 委 員 会 ※塚本　隆史　ピーター チャイルド　岡田　元也

　執行役（2026年5月27日付予定）
地　　　　位 氏　　　　名 担　　　　　　　　　　当

代 表 執 行 役 会 長 岡 田 元 也 　
代 表 執 行 役 社 長 吉 田 昭 夫 　
執 行 役 副 社 長 土 　 谷 　 美 津 子 商品・物流担当
執 行 役 副 社 長 羽 生 有 希 中国事業担当
執 行 役 副 社 長 四 方 基 之 事業・財務戦略担当
執 行 役 井 出 武 美 スーパーマーケット事業 兼 首都圏担当
執 行 役 大 野 惠 司 ディベロッパー事業担当
執 行 役 古 澤 康 之 GMS事業担当
執 行 役 岡 田 尚 也 人事・サステナビリティ担当
執 行 役 江 川 敬 明 財経担当
執 行 役 手 塚 大 輔 ベトナム事業担当
執 行 役 太 田 卓 也 デジタル担当
執 行 役 濵 田 和 成 サービス・専門店事業担当
執 行 役 世 古 継 敏 マレーシア事業担当

※上記に関しては、取締役選任議案が全て可決した場合の予定になります。岡田元也、吉田昭夫、土谷美津子の各氏は、取締役を兼務する予定です。
※�本株主総会の決議結果に関しては、2026年5月29日（金）に当社ホームページ内に掲載の予定です。また、株主総会当日の報告事項等に関しましては、

2026年6月9日（火）に更新し掲載予定ですので、ご高覧ください。
　当社ホームページ　https://www.aeon.info/ir/stock/meeting/

■ご参考
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1 住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主さまの口座のある証券会社にお申出ください。なお、証
券会社等に口座がないため特別口座にて管理されている株
主さまは、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀
行株式会社にお申出ください。

2 未払配当金のお支払について
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申
出ください。

3 マイナンバーについて
株式等の税務関係の手続きでもマイナンバーが必要となり
ますので、株主さまのマイナンバーについては、お取引の証
券会社等へお届けください。証券会社とのお取引がない株
主さまは、三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

4 書面交付請求について
書面交付請求は株主総会の基準日（2月末日）までに､お申
出が必要です。ご希望の場合はお取引の証券会社又は株主
名簿管理人にてお手続きをお願いします。なお、2026年3
月1日以降のお申出に関しては、次回以降の株主総会より書
面でお送りします。

●株主メモ
決 算 期 2月末日

基 準 日
期末配当、定時株主総会�2月末日
中間配当� 8月末日

（そのほか必要がある場合には、予め
公告します）

定 時 株 主 総 会 5月末日までに開催

公 告 方 法 電子公告 
ただし電子公告による公告ができない場合は、
日本経済新聞に掲載して行います。

（アドレス） http://www.aeon.info/ir/

上場証券取引所 東京証券取引所

株主名簿管理人
および特別口座
の口座管理機関

〒100-8233
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵 便 物 送 付 先
電 話 照 会 先

〒168-0063 
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
TEL 0120-782-031（フリーダイヤル）

招集ご通知が、もっと身近に、スマホでも！
スマートフォン・パソコン
からでも招集ご通知がご覧
いただけます。
https://p.sokai.jp/8267/

【「スマホ招集通知」アクセス方法】

本サービスは、株主さまの利便性向上を目的として提供する任意のサービスです。ご利用の端末や通信
環境等により閲覧できない場合がございますので、予めご了承ください。

招集ご通知が、もっと身近に、スマホでも！
スマートフォン・パソコン
からでも招集ご通知がご覧
いただけます。
https://p.sokai.jp/8267/

左記ＱＲコードからアクセスしてください。

または、 https://p.sokai.jp/8267/
（半角でご入力ください）

当社では、株主の皆さまとのコミュニケーションの深化を図るため、スマートフォンで招集通知・関連情報の閲覧や議決権行
使が容易にできる「スマホ招集通知」サービスを提供しています。

「スマホ招集通知」サービスのご案内

※�QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


